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2026 年 6 ⽉ 24 ⽇ 
各 位  

会 社 名 東 急 建 設 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社⻑ 久⽥ 浩司 
 （コード番号 1720 東証プライム） 

問合せ先 経 営 企 画 部 ⻑ 濱 ⽥ 尚 
 （TEL 03-5466-5008） 

 
執⾏役員制度の改定、代表取締役の管掌業務の変更 

および役員⼈事に関するお知らせ 
 
 当社は、執⾏役員制度を下記のとおり改定し、本⽇開催の取締役会において、代表取締役
の管掌業務の変更および役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 執⾏役員制度の改定について 
（１） ⽬ 的 

当社は、本⽇開催の第２３回定時株主総会において承認された監査等委員会設置会社
への移⾏を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの実効性向上ならびに業務執⾏の機動性・
効率性を⾼めることを⽬的として、執⾏役員制度を改定いたします。 

 
（２） 概 要 

以下の改定により、経営の意思決定・監督機能と業務執⾏機能をより明確に分離します。 
① 委任型執⾏役員（コーポレートオフィサー）制度の導⼊ 

取締役に準じる重要な役位として、従業員⾝分ではない委任型執⾏役員を新たに
設け、これまで取締役執⾏役員が管掌していた業務執⾏の⼀部を委任いたします。
委任型執⾏役員は、本社部⾨の役付執⾏役員から選任いたします。 

② 雇⽤型執⾏役員の役位区分の変更 
雇⽤型執⾏役員の役位として、新たに上席執⾏役員を導⼊いたします。上席執⾏

役員には、執⾏役員のうち経験、実績、インテグリティ等が特に優れている者を選
任いたします。 
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③ 執⾏役員の選解任⽅法と任期 
いずれの執⾏役員についても、選任・解任は、指名・報酬委員会による審議を経

て取締役会において決定いたします。任期は１年といたします。 
 

２． 代表取締役の管掌業務の変更 
（１） 変更の理由 

本⽇開催の第２３回定時株主総会において承認された新たな経営体制への移⾏を踏ま
え、取締役の管掌業務を⾒直し、当社グループの持続的な企業価値向上を⽬指すため。 

 
（２） 変更の内容（2026 年 7 ⽉ 1 ⽇付） 

新 職 ⽒ 名 現 職 
代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員 
経営戦略・デジタル・ＤＥ＆Ｉ 
管掌 

久 ⽥ 浩 司 代表取締役社⻑ 社⻑執⾏役員 

代表取締役 副社⻑執⾏役員 
価値創造・安全環境管掌 増 ⽥ 知 也 

代表取締役 副社⻑執⾏役員 
価値創造推進室・安全環境本部・ 
技術研究所・建築事業本部・ 
不動産事業部管掌 

 
３． 取締役の管掌業務の変更（2026 年 7 ⽉ 1 ⽇付） 
（１）変更の内容 

新 職 ⽒ 名 現 職 

取締役 専務執⾏役員 
国際事業管掌 ⾚ ⽥ 義 宏 取締役 専務執⾏役員 

⼟⽊事業本部・国際事業部管掌 

 
４． 執⾏役員の異動（2026 年 7 ⽉ 1 ⽇付） 
（１） 委任型執⾏役員（コーポレートオフィサー） 

新 職 ⽒ 名 現 職 
専務執⾏役員 
建築事業本部⻑、建築事業・技術
研究所管掌 

渡 辺 光 俊 専務執⾏役員 
建築事業本部⻑ 

常務執⾏役員 
管理本部⻑、不動産事業・広域 
戦略管掌 

藥 丸   歩 常務執⾏役員 
管理本部⻑ 

常務執⾏役員 
⼟⽊事業本部⻑、⼟⽊事業・⼟⽊
営業管掌 

吉 村 幸 丞 常務執⾏役員 
⼟⽊事業本部⻑ 
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常務執⾏役員 
建築事業本部副本部⻑、建築営業
管掌 

安 藝    実 常務執⾏役員 
建築事業本部副本部⻑ 

 
（２） 執⾏役員 

新 職 ⽒ 名 現 職 

上席執⾏役員 不動産事業部⻑ ⼤ 室 淳 ⼀ 常務執⾏役員 不動産事業部⻑ 

上席執⾏役員 国際事業部⻑ ⼩ ⻄ 雅 和 常務執⾏役員 国際事業部⻑ 

上席執⾏役員 ⾸都圏建築⽀店⻑ 南 部 朋 彦 執⾏役員 ⾸都圏建築⽀店⻑ 

上席執⾏役員 東⽇本建築⽀店⻑ 中 村    淳 執⾏役員 東⽇本建築⽀店⻑ 

上席執⾏役員 名古屋⽀店⻑ ⼭ 本 博 司 執⾏役員 名古屋⽀店⻑ 

 
以 上 

 
 


